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西置賜行政組合養護老人ホームおいたま荘指定管理者募集要項  

 

 

 西置賜行政組合養護老人ホームおいたま荘の効率的・効果的な管理運営を図

るため、西置賜行政組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条

例（平成３０年組合西置賜行政組合条例第２号）及び西置賜行政組合養護老人

ホーム設置及び管理条例（平成３０年西置賜行政組合条例第３号）並びにこの

要項により指定管理者を募集します。  

 

１ 施設の概要 

 ⑴ 施設の名称   西置賜行政組合養護老人ホームおいたま荘 

 ⑵ 所  在  地   長井市今泉１８５７番地の６ 

 ⑶ 施設の概要  老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１５条３       

項の規定に基づく養護老人ホーム 

             ① 敷 地 面 積  １３,５９３.７５㎡ 

             ② 延 床 面 積   ３,４７７.７６㎡ 

             ③ 平 面 図  〔別紙１〕のとおり 

             ④ 建物設備の状況  〔別紙１－１〕のとおり 

⑤ 入 所 定 員  １００名 

 

２ 管理の基準 

⑴ 開荘期間  １年間 

⑵ 開荘時間 ２４時間（休荘日なし） 

 

３ 指定管理者の業務の範囲 

   西置賜行政組合養護老人ホームおいたま荘運営業務仕様書〔別紙２〕の 

とおりとします。 

 

４ 指定期間 

  令和７年４月１日から令和１２年３月３１日までの５年間。 

  ただし、管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定を取り  

 消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずるものとし  

ます。 

  なお、期間中に大規模改修工事等が発生した場合は、臨時休荘期間の業  

 務について別途協議するものとします。 
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５ 指定管理料に関する事項  

  指定期間（５か年）の指定管理料の上限額は、５年間で８９０，２４０千

円（消費税及び地方消費税含む。）とし、現施設の管理運営に必要な経費の

支払いとします。その他、以下の事項にご留意ください。  

 ⑴ 指定管理料の支払い方法  

   西置賜行政組合は、会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）ご  

とに指定管理料を支払うものとし、支払時期や支払方法は指定管理者と西  

置賜行政組合が協議のうえ年度協定において定めるものとします。  

 ⑵ 指定管理料に含まれる経費  

   人件費（給料・賃金、手当、法定福利費等）、事業費（おいたま荘事業

に伴う経費）、維持管理費（水道光熱費、燃料費、修繕費等）、事務費（消

耗品費、業務委託費、研修研究費等）、消費税、一般管理費（指定管理者

の自主事業に係る経費は含まれません。）  

 

６ 応募資格 

  法人又は団体（以下「団体」という。）で、山形県内に主たる事務所を有

し、特別養護老人ホームを運営している社会福祉法人、又は山形県内に社会

福祉法人を設立し、特別養護老人ホームを運営しようとする団体（以下「団

体等」という。）とします。  

  なお、以下に示す条件をすべて満たすことが必要です。  

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に 

該当しないこと。 

 ⑵ 西置賜行政組合及び長井市、小国町、白鷹町、飯豊町から指名停止措置  

を受けていないこと。 

 ⑶ 法人市民税、法人町民税、消費税等の滞納がないこと。 

 ⑷ 地方自治法第９２条の２、第１４２条、第１６６条及び第１８０条の５ 

に該当しないこと。 

 ⑸ 会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は再生手続きを行っていない  

こと。 

⑹ 業務に必要な資格を有すること。（ただし、有資格の業務について、委  

託を考えている場合を除く。） 

 ⑺ 法人又は団体等の代表者（法人の場合は、役員（非常勤を含む。）、支配 

人及び営業所の代表者をいい、団体の場合は理事等法人の場合と同様の責  

任を有する者をいう。以下同じ。）又は職員が、次のいずれにも該当しな  

いこと。 

  ① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７ 

７号）第２条第６号に規定する暴力団員である者又は暴力団員でなくな  

った日から５年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。) 
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  ② 暴力団員等が団体等の事業を支配する者  

  ③ 暴力団員等を団体等の業務に従事させ、又はその業務の補助者として  

使用するおそれがある者 

  ④ 団体等、自己又は第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加  

える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしてい  

る者 

  ⑤ 暴力団員等に対し資金を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴  

力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者  

  ⑥ 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者  

  ⑦ 暴力団員等であることを知りながら、これを不当に利用している者  

 ⑻ 本業務を円滑に遂行できる、安定的かつ健全的な財務能力を有する者  

 ⑼ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により過去に指定の取り消 

しを受けていないこと。 

 

７ 募集要項の配布等 

 ⑴ 配布方法 

  ① 配布期間：令和６年７月２日（火)から７月３１日(水)までの平日 

  ② 配布時間：午前９時から午後５時まで 

  ③ 配布場所：西置賜行政組合事務局 

         長井市平山４４６０西置賜行政組合消防本部２階 

         （西置賜行政組合ホームページからもダウンロード可能です。）  

 ⑵ 配布資料 

  ① 募集要項及び仕様書 

  ② 施設平面図 

  ③ 指定管理者指定申請書（様式第１号） 

  ④ 養護老人ホームおいたま荘の指定管理の指定申請に係る申立書  

（別記様式１） 

  ⑤ 事業計画書（様式１） 

  ⑥ 収支予算書（様式２） 

  ⑦ 公募説明会申込書（様式Ａ） 

  ⑧ 公募に関する質問書（様式Ｂ） 

  ⑨ 西置賜行政組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する

条例（平成３０年西置賜行政組合条例第２号） 

  ⑩ 西置賜行政組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する

条例施行規則（平成３０年西置賜行政組合規則第４号） 

 

８ 公募説明会の開催 

 ⑴ 開催日時 令和６年７月２４日（水）午後１時３０分 
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⑵ 開催場所 養護老人ホームおいたま荘 1 階会議室 

⑶ 内  容 応募方法、提出書類、指定管理業務内容との説明、養護老  

人ホームおいたま荘の施設見学 

 ⑷ 参加申込 参加を希望される場合は、公募説明会申込書（様式Ａ）によ 

り、令和６年７月１７日（水）まで、電子メールにてお申し込 

みください。 

 なお、本説明会では募集要項等の配布は致しませんので、  

必要な書類は当日ご持参ください。 

 

９ 質問の受付・回答 

 ⑴ 受付期間 令和６年７月２日（火）から７月２６日（金）午後５時まで 

 ⑵ 受付方法 公募に関する質問書（様式Ｂ）に必要事項を記載のうえ、  

持参又は電子メールにて送付してください。なお、電話又は口 

頭による質問は受け付けません。 

 ⑶ 回答方法 回答は令和６年７月３１日（水）まで文書にて行います。 

 

10 申請書の提出等 

 ⑴ 申請書類の提出締切と提出方法 

   西置賜行政組合事務局へ持参又は郵送してください。なお、郵送の場合  

は一般書留（郵便物の引受から配達までの送達過程を記録）とし、令和６  

年８月２０日（火）午後５時必着とします。 

 ⑵ 申請書類 

   〔別紙３〕のとおり 

 

11 公募に係るスケジュール 

 ⑴ 募集要項の配布 令和６年７月２日（火）から７月３１日（水）まで  

 ⑵ 公募説明会申込 令和６年７月２日（火）から７月１７日（水）まで  

 ⑶ 公 募 説 明 会 令和６年７月２４日（水）  

 ⑷ 応募に関する質問の受付 令和６年７月２日（火）から７月２６日（金）まで  

 ⑸ 応募に関する質問の回答 令和６年７月３１日（水）  

 ⑹ 申請書類の受付 令和６年７月２５日（木）から８月２０日（火）まで  

 ⑺ 面接（プレゼンテーション） 令和６年８月２８日（水）予定  

 ⑻ 選考結果の通知 令和６年９月上旬予定  

 ⑼ 指定管理者の指定 令和６年１０月下旬予定（議会の議決）  

 ⑽ 協 定 の 締 結 令和６年１０月下旬予定  
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12 選定基準及び選定方法 

 ⑴ 選定基準 

   西置賜行政組合公の施設に係る指定管理の指定の手続等に関する条例  

（平成３０年西置賜行政組合条例第２号）第４条に規定する基準に基づき  

ます。 

⑵ 選定方法 

   指定管理者の募集及び選定は、提案式公募（プロポーザル方式）によ 

  り行います。 

   指定管理者の候補者は、提出書類の審査及びプレゼンテーションにより、

西置賜行政組合指定管理者候補選定委員会において選定します。日程等の

詳細は、申請者に別途通知します。 

なお、選定委員会は非公開としています。  

また、プレゼンテーションは、提出書類の内容により説明することとし、 

資料の差し替えや追加は認めません。プレゼンテーションに係る機器につ 

いては、大型モニター（ＨＤＭＩケーブル対応）のみ西置賜行政組合が準 

備します。パソコン等は各自準備してください。  

 ⑶ 候補者選定の結果通知等 

   選定の結果は、令和６年９月上旬に申請者全員に対して、郵送にてお 

知らせします。 

   また、指定管理者候補者に選定された場合、提出内容の概要版（様式は 

任意、Ａ３版片面２枚以内）を作成のうえ、提出していただきます。  

提出は書面及び電子データとし、電子データは、マイクロソフト・ワー  

ド、エクセル、パワーポイントで閲覧可能な形式又は、ＰＤＦ形式によ 

り、ＣＤ－ＲＯＭに保存したうえで提出するものとします。なお、この  

概要版は、選定委員会における審査結果とともに、西置賜行政組合ホー 

ムページで公表しますのでご留意ください。 

 

13 指定管理者の指定等 

 ⑴ 指定管理者の指定 

   指定管理者の指定は、地方自治法の規定により、令和６年西置賜行政   

組合議会１０月定例会の議決を経て決定となります。 

 なお、西置賜行政組合議会が議決しなかった場合又は、否決した場合に  

おいて、応募者が養護老人ホームおいたま荘の指定管理業務を実施するた  

めに支出した費用は一切補償しませんのでご了解ください。  

 ⑵ 協定の締結 

   西置賜行政組合と指定管理者は、協議のうえ、養護老人ホームおいたま  

荘の管理運営に関する基本協定を締結します。  
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14 注意事項等 

 ⑴ 提出書類に不備がある場合は、受理しません。 

 ⑵ 必要と認める場合は、追加書類の提出を求める場合があります。  

 ⑶ 提出された書類は、返却しません。 

 ⑷ 申請に関し必要な費用は、すべて申請者の負担とします。 

 

15 提出先及びお問い合わせ先 

  西置賜行政組合事務局 

  〒９９３－００４２ 山形県長井市平山４４６０番地 

  ＴＥＬ：０２３８－８８－４３３６ 

  メールアドレス jimukyoku@west-fire.jp 

  （電話受付時間：平日午前９時から午後５時まで） 
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